
当社は仕事と介護を両立する社員を
積極的にサポートします！

介護休業や介護休暇等の両立支援制度を積極的に
活用してください！

当社は、社員一人ひとりが仕事とプライベートの両立を図り、安心して働け
る環境を整備することを重視しています。その一環として、介護休業制度お
よび介護料率支援制度の積極的な利用を促進する方針であることを、ここ
で改めてお伝えいたします。家族の介護は、人生において誰にでも訪れる
可能性のある大切な局面です。当社は、社員の皆さんが介護の責任を果た
しながら、引き続きキャリアを築いていけるよう、全力でサポートします。

～我が社の目標～

介護を理由として退職する社員を生じさせない。

そのためにも、

●仕事と介護の両立に関する相談窓口を設置します！

●介護に直面した旨の申出をした方に対し、個別に制度を周知するとともに、介護休業や介護
両立支援制度等の取得・利用の意向を確認します！

●介護に直面する前の早い段階（40歳等）の方に対し、介護休業や介護両立支援制度等に関
して情報提供を行います！

社長からのメッセージ

介護休業等に関する相談窓口、制度利用の申込先 人財支援室

仕事と介護の両立支援制度概要

深夜業の制限

時間外労働の制限

所定外労働の制限

介護休暇

所定労働時間の短縮等の措置（注）

介護休業①

要介護状態
（制度利用可能な状態）

介護終了
（要介護状態の解消等）

介護休業② 介護休業③

３年の間に２回まで

３回まで分割可能
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